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定期購入のトラブル
に注意！

・スマホを見ていると、「１回限り特別価格」と
・書かれた美容クリームの広告が流れてきた
・１回だけ試すつもりで注文し、代金はコンビ
・ニ後払いにした
・後日、届いた商品と明細書を見ると、「次回
・お届け日」の記載があった
・不審に思い事業者へ電話すると、「間違いな
・く定期購入で申し込んでいる」と言われた
・さらに、初回で解約する場合は定価買い取り
・となり、差額を払う必要がある」と言われた
・定期購入とは知らずに申し込んだので、差額
・を払うのは納得できない
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おかしいな、困ったなと思ったら

消費者ホットライン（局番なし） １８８へすぐ相談！
い や や

（お近くの消費生活センターにつながります）

○事例のような定期購入のトラブルに関する相談
が最近多く寄せられています

○定期購入であることに気づきにくい表示の通販
サイトがあるので、注意しましょう

○最終確認画面で、定期購入が条件となっていな
いか、返品・解約などの契約条件をよく確認しま
しょう

○通信販売にはクーリング・オフが適用されません
最終確認画面はスクリーンショットで保存して
おきましょう


